
２29.　7.　1　特集号
指定収集袋の減免の申請方法

申請は、減免条件に該当する世帯の方が、直接受付場所へお越しください（どうしても来られない場合は、代理人や郵送による申請も可）。
次の①～④のいずれかの条件に該当する世帯
①生活保護受給世帯
②世帯員全員が住民税非課税で、身体障害者手帳１・２級、愛の手帳１・２度、精神障害者保健福祉手帳１級のいずれかをお持ちの方が属する世帯
③児童扶養手当または特別児童扶養手当受給世帯
④老齢福祉年金受給世帯

減免対象世帯

土曜・日曜日、祝日を除く８月３日（木）～２５日（金）の午前９時～１１時５０分、午後１時～４時５０分
ただし、１９日（土）午前９時～午後４時（正午～午後１時を除く）、２０日（日）午前９時～正午は、土曜・日曜日ですが受け付けます受付期間

市役所１階屋内ひろば（８月３日〈木〉～１０日〈木〉が１階正面入り口左のエレベータ裏、１４日〈月〉～２５日〈金〉が市民プラザ事務室前）受付場所

手数料（減額・免除）申請書（申請書は、減免の対象になる可能性がある世帯へ個別に送付します。必要事項を記入の上、提出してください。また、下の
申請書を切り取って使用できます）
減免条件に該当することが分かる証明書・手帳など（生活保護に係る決定通知書・変更通知書、障害者手帳、児童扶養手当の受給証など）
※２９年１月１日に東久留米市に住民登録をしていなかった方は、「平成２９年度住民税の非課税証明書（世帯全員分）」が必要になる場合があります。

提出書類

※受付期間中・期間外を問わず、郵送やごみ対策課でも受け付けますが、指定収集袋の交付に数日～数週間かかることがあります。
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